
令和３年度横浜市瀬谷区地域子育て支援拠点 

運営法人選定説明会 次第 

 
【開催日時】 

令和２年９月 18日 11：00～12：00 

瀬谷区役所５階中会議室 

 

１ 地域子育て支援拠点について 資料１ 

 

 

２ 瀬谷区の概要について 資料２ 

 

 

３ 募集要項について 資料３ 

 

 

４ 注意事項 

・質疑については、募集要項Ｐ８（３）をご確認のうえ、指定の期間内に 

書面でお願いいたします。 

・本日の配付資料については、本説明会終了後に区ホームページに掲 

載します。 

 

 

  【配付資料】 

(１) 地域子育て支援拠点について 

(２) 瀬谷区の概要 

(３) 横浜市瀬谷区地域子育て支援拠点 運営法人募集要項 

 

 

 



地域子育て支援拠点について
令和２年９月18日

瀬谷区こども家庭支援課

資料１



地域子育て支援拠点とは
～法制度上の位置づけ～
 児童福祉法に基づく子育て支援事業

厚生労働省「地域子育て支援拠点事業実施要綱」
 目的：少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐ
る環境が大きく変化する中で、家庭や地域における子育て機能の低下や子育て
中の親の孤独感や不安感の増大等に対応するため、地域において子育て親子の
交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て
支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを
支援することを目的とする。

 基本事業：子育て親子の交流の場の提供と交流の促進・子育て等に関する相談、
援助の実施・地域の子育て関連情報の提供・子育て及び子育て支援に関する講
習等の実施



地域子育て支援拠点とは
～ガイドラインより～

 地域子育て支援拠点事業における活動の指標「ガイドライ
ン」（改訂版）より抜粋

１ 地域子育て支援拠点とは
地域子育て支援拠点は、親同士の出会いと交流の場であり、
子どもたちが自由に遊びかかわりあう場でもある。親は親で
支えあい、子どもは子どもで育ちあい、地域の人たちが親子
を温かく見守ることが、子育ち・子育てにおいては必要不可
欠な経験となる。すなわち、地域子育て支援拠点は、親子・
家庭・地域社会の交わりをつくりだす場である。



地域子育て支援拠点事業の横浜市の計画
上の位置づけ
第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画～子ども、みんなが主役！よこ
はまわくわくプラン～（令和２年度から令和６年度）
 基本施策１ 乳幼児期の保育・教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援
 基本施策５ 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実
 基本施策６ 地域における子育て支援の充実
９の基本施策のうち、３の施策に地域子育て支援拠点に関連する目標・方向性が
示されている



横浜市の地域子育て支援拠点の特徴

区と拠点の連携
 区と運営法人の協働事業
子ども・子育て支援事業計画の前身の計画から「専門性を発揮した対応が求めら
れるところは行政が中心となって担い、地域の子育て支援は市民と行政が協働し
て取り組む」としていたことを受け協働事業として実施している。
 横浜市版子育て世代包括支援センターでの連携・協働
区福祉保健センターの福祉・保健の専門職による「専門的な知見」と、地域子育
て支援拠点の「当事者目線」の両面から、妊娠期から子育て期の支援体制や機能
をさらに充実させるものとして展開。
両者が強みを活かして、個々の妊産婦や子育て家庭を支援するとともに、各々の
もつネットワークを強化することにより、地域全体で子育て家庭を支える環境づ
くりを目指している。



横浜市地域子育て支援拠点の機能
（７機能）
 １ 親子の居場所事業
乳幼児の遊びと育ちの場及びその養育者
の交流の場の提供
 ２ 子育て相談事業
子育てに関する相談及び関係機関との連
携に関すること
 ３ 情報収集・提供事業
子育てに関する情報の収集及び提供に関
すること
 ４ 支援者ネットワーク事業
子育てに関する支援活動を行う者同士の
連携に関すること

 ５ 人材育成・活動支援事業
子育てに関する支援活動を行う者の育成、
支援に関すること
 ６ 横浜子育てサポートシステム区
支部事務局運営事業

地域の住民同士で子どもを預け、預かる
支えあいの促進に関すること
 ７ 利用者支援事業
子育て家庭のニーズに応じた施設・事業
等の利用の支援に関すること



引用・参考資料
 厚生労働省 地域子育て支援拠点事業の実施について（実施要綱）（令和２年
３月27日）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/
kosodate/index.html

 NPO法人子育てひろば全国連絡協議会：地域子育て支援拠点における活動の指
標「ガイドライン」【改訂版】．４，平成29年３月

 第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画 子ども、みんなが主役！よこはま
わくわくプラン．39－54，55－65，84－107．令和２年３月

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-
info/yokohamashi/org/kodomo/sonota/shingikai/kosodate/newplan.html

 横浜市版子育て世代包括支援センターの基本的な考え方（平成31年３月）・地
域子育て支援拠点事業振返りまとめ（平成31年３月）

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-
kyoiku/kosodateshien/support.html



1

＜人口＞ 123,735人（市内16位）
＜世帯数＞ 56,103世帯（市内17位）
＜年少人口割合＞ 12.3％（市内７位）
＜0～6歳の人口＞ 5.1%（市内12位）

【Ｈ31年3月31日現在】

瀬谷区の概要

資料２


	令和３年度横浜市瀬谷区地域子育て支援拠点
	運営法人選定説明会　次第
	２�
	地域子育て支援拠点について
	地域子育て支援拠点とは�～法制度上の位置づけ～
	地域子育て支援拠点とは�～ガイドラインより～
	地域子育て支援拠点事業の横浜市の計画上の位置づけ
	横浜市の地域子育て支援拠点の特徴
	横浜市地域子育て支援拠点の機能�（７機能）
	引用・参考資料

	３�
	瀬谷区の概要


